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富山県情報公開審査会答申概要（答申第23号） 

 

○ 件 名           公立の小学校、中学校における不登校の状況等に関する調査票（平成15年度分、

16年度分及び17年度分）に係る非開示決定に対する異議申立ての件 

○ 開示請求年月日           平成19年２月26日 

○ 実施機関の決定日   平成19年３月９日 

○ 実施機関（担当課） 教育委員会（小中学校課） 

○ 決 定 内 容           非開示決定 

○ 非 開 示 理 由           富山県情報公開条例（以下「条例」という。）第７条第２号（個人情報） 

○ 異議申立て年月日   平成19年３月12日 

○ 異議申立ての内容  本件処分を取り消し、学校名を除くその他の部分の開示を求める。 

○ 諮 問 年 月 日           平成19年４月24日 

○ 答 申 年 月 日           平成21年３月30日 

○ 争      点  実施機関が、条例第７条第２号を理由に本件対象公文書を非開示とした決定の

妥当性 

○ 審査会の判 断 

＜結  論＞ 

実施機関が、異議申立ての対象となった公文書について行った非開示決定は、妥当である。 

＜理 由＞ 

１ 本件の検討の前提について 

   本件開示請求に係る対象公文書と同一の文書が、他の情報と照合することにより記載された内容

に係る児童生徒を識別することができると判断した部分を除き、異議申立人に既に開示され、公に

なっていることから、それを前提に検討する。 

なお、既開示文書（平成18年５月２日付けであった異議申立人からの開示請求に対する平成18年

６月13日付け学第3573号による部分開示決定処分（以下「前回処分」という。）により異議申立人

に開示した文書をいう。以下同じ。）に係る部分開示決定は、平成19年２月21日付け富山県情報公

開審査会答申第11号で妥当であると判断されている。 

 ２ 本件調査票の非開示情報該当性について 

 （１）条例第７条第２号該当性について 

    開示する部分を指定した本件開示請求においては、異議申立人が指定する部分を実施機関が開

示すると、既に公にされている既開示文書と照合することにより、既開示文書において他の情報

と照合することにより記載された内容に係る児童生徒を識別することができると判断して非開示

とされた情報が明らかとなることにより、少なくとも不登校児童生徒等が在籍する学校の教職員、

他の児童生徒及びその保護者、さらには近隣住民等においては、不登校児童生徒等を識別するこ

とができることとなり、当該児童生徒等の権利利益が害されるおそれがあるものと認められる。 

    したがって、本件調査票の記載内容のうち、前回処分により異議申立人に開示された部分以外
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の部分は、不登校児童生徒等を識別することができることとなる記述等の部分又は不登校児童生

徒等の権利利益を害するおそれがある部分と認められる。 

また、このような本件調査票の記載内容は、条例第７条第２号ただし書アからウまでに掲げる

情報に該当しないと判断されることから、条例第７条第２号の非開示情報であると認められる。 

 （２）条例第８条に基づく部分開示について 

    本件調査票の記載内容は、上記（１）のとおり、前回処分により異議申立人に開示された部分

以外の部分は、不登校児童生徒等を識別することができることとなる記述等の部分又は不登校児

童生徒等の権利利益を害するおそれがある部分であることから、いずれの部分も部分開示できず、

そのすべてを非開示とすることが相当である。 
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○富山県情報公開条例（抄） 

 

（公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下

「非開示情報」という。）  のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書

を開示しなければならない。 

⑴ （略） 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）  であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）  又は特定の個

人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある

もの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務

員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役

員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職

員並びに地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場

合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員

等の職及び氏名（当該公務員等が規則で定める職にある職員である場合その他公にすることによ

り当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。）並びに

当該職務遂行の内容に係る部分 

⑶～⑹ （略） 

 

（部分開示） 

第８条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開

示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部

分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録

されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 開示請求に係る公文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）が

記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別すること

ができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれ

がないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前

項の規定を適用することができる。 

 


